
※在職期間が10年以上の方で、退団又は退職の際この組合の組合員として
火災共済の契約者であった方は、退団又は退職後5年間に限り、新たにこの
組合の火災共済に契約することができます。
（契約満了後、一度、組合を脱退し、新たに組合員になる必要があります。）

ご加入にあたっては、パンフレット等により契約内容がニーズに合致してい
ることをご確認のうえ、記載の契約概要・注意喚起情報及び個人情報の取扱
いについてご同意いただきお申込みください。

B型火災共済にも加入する（している）ときの注意点

合計口数が（建物・動産）200口を超える契約はでき
ません。なおB型火災共済契約は、建物と動産の配
分は常に４：１とする契約となります。










